
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラミネートフィルムからなる外装ケースを有する単電池と、前記外装ケースの熱溶着部
を押圧するための接触面を有する圧接部材とを有し、
　前記単電池は、前記熱溶着部が前記圧接部材によって押圧された状態で、積層され
　
　
　
　ことを特徴とする組電池。
【請求項２】
　ラミネートフィルムからなる外装ケースを有する単電池と、前記外装ケースの熱溶着部
を押圧するための接触面を有する圧接部材とを有し、
　
　前記単電池は、前記熱溶着部が前記圧接部材によって押圧された状態で、積層され、
　前記圧接部材は、前記接触面を有する 枠部と、前記 枠部
の間を延長する プレート部とを有し、
　
　前記 枠部と前記プレート部とによって構成される凹部には、前記外装ケ
ースの 凸部が配置される
　ことを特徴とする組電池。
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、
前記圧接部材は、凹部が形成された長方形のプレート形状であり、
前記凹部の外周に位置する枠部は、前記接触面を有し、
前記凹部には、前記外装ケースの発電要素を収容するための凸部が配置される

前記外装ケースは、発電要素が収容される凸部を有し、

第１および第２ 第１および第２
長方形の

前記第１および第２枠部は、前記プレート部から突出しており、
第１および第２
前記



【請求項３】
　前記凹部の深さは、前記外装ケースの前記凸部の高さと、略同一であることを特徴とす
る請求項 又は請求項 に記載の組電池。
【請求項４】
　前記圧接部材は、冷却媒体が流通する空洞部を有することを特徴とする請求項１～ の
いずれか１項に記載の組電池。
【請求項５】
　前記圧接部材は、内部に配置された伝熱体を有することを特徴とする請求項１～ のい
ずれか１項に記載の組電池。
【請求項６】
　前記圧接部材は、ファン形状の突起を有することを特徴とする請求項１～ のいずれか
１項に記載の組電池。
【請求項７】
　前記圧接部材の前記接触面は、弾性体によって構成されていることを特徴とする請求項
１～ のいずれか１項に記載の組電池。
【請求項８】
　前記単電池は、超音波溶接、熱溶接、レーザー溶接、リベット、かしめ、あるいは、電
子ビーム溶接によって、並列あるいは直列に接続されることを特徴とする請求項１～ の
いずれか１項に記載の組電池。
【請求項９】
　請求項１～ のいずれか１項に記載の組電池を、並列あるいは直列に接続することによ
って形成されることを特徴とする組電池モジュール。
【請求項１０】
　請求項１～ のいずれか１項に記載の組電池、あるいは、請求項 に記載の組電池モジ
ュールを有することを特徴とする自動車。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、単電池を積層してなる組電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、環境保護運動の高まりを背景として、自動車の排ガスによる大気汚染が世界的な問
題となっており、電気自動車、ハイブリット自動車、燃料電池自動車が注目を集めている
。したがって、これらに搭載される電池の開発は、産業上重要な位置を占めている。
【０００３】
例えば、特許文献１は、ラミネートフィルムを外装ケースとする電池を開示している。当
該電池は、ラミネートフィルムの周囲を熱溶着によって、シールされている。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１１－２２４６５２号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記電池を自動車などの高出力用途に適用する場合、信頼性に問題を有している
。例えば、自動車に搭載された電池の温度は、６０℃程度まで上昇する場合がある。その
ため、電解液（電解質）から発生したガスによって内圧が増加し、シール性が低下する虞
がある。
【０００６】
また、電池から引き出されるリードには、充放電時に大電流が適用されるため、その温度
は、電池温度より３０℃程度さらに高くなる場合もある。そのため、リード温度が、ラミ
ネートフィルムの軟化点（９０℃程度）に達する場合があり、リードの近傍に配置される
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ラミネートの溶着部分から、電解液が漏れる虞がある。
【０００７】
本発明は、上記従来技術に伴う課題を解決するためになされたものであり、信頼性を向上
させた組電池を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための請求項１に記載の発明は、
　ラミネートフィルムからなる外装ケースを有する単電池と、前記外装ケースの熱溶着部
を押圧するための接触面を有する圧接部材とを有し、
　前記単電池は、前記熱溶着部が前記圧接部材によって押圧された状態で、積層され、
　前記圧接部材は、凹部が形成された長方形のプレート形状であり、
　前記凹部の外周に位置する枠部は、前記接触面を有し、
　前記凹部には、前記外装ケースの発電要素を収容するための凸部が配置される
　ことを特徴とする組電池である。
　また、請求項２に記載の発明は、
　ラミネートフィルムからなる外装ケースを有する単電池と、前記外装ケースの熱溶着部
を押圧するための接触面を有する圧接部材とを有し、
　
　前記単電池は、前記熱溶着部が前記圧接部材によって押圧された状態で、積層され、
　前記圧接部材は、前記接触面を有する 枠部と、前記 枠部
の間を延長する プレート部とを有し、
　
　前記 枠部と前記プレート部とによって構成される凹部には、前記外装ケ
ースの 凸部が配置される
　ことを特徴とする組電池である。
【０００９】
　請求項 に記載の発明は、請求項１～ のいずれか１項に記載の組電池を、並列あるい
は直列に接続することによって形成されることを特徴とする組電池モジュールである。
【００１０】
　請求項 に記載の発明は、請求項１～ のいずれか１項に記載の組電池、あるいは、
請求項 に記載の組電池モジュールを有することを特徴とする自動車である。
【００１１】
【発明の効果】
上記のように構成した本発明は以下の効果を奏する。
【００１２】
　請求項１ に記載の発明によれば、圧接部材によって、単電池の外装ケー
スの熱溶着部を確実に押さえ付けることができる。そのため、高温環境下において、電解
質（電解液）から発生したガスによって、外装ケースの内圧が増加した場合であっても、
熱溶着部の破断あるいは剥離を確実に防止できる。
【００１３】
さらに、大電流の適用による温度上昇によって熱溶着部が軟化した場合であっても、熱溶
着部のシール性の低下を防ぐことができる。したがって、電解質（電解液）が漏れる虞は
なく、組電池の信頼性を向上させることができる。
【００１４】
　請求項 に記載の発明によれば、複数の単電池を有する組電池を組み合わせて、組電池
モジュールを構成しているため、多様な要求に対して、比較的安価に対応することが可能
である。
【００１５】
　請求項 に記載の発明によれば、自動車に搭載される組電池あるいは組電池モジュー
ルは、エネルギー密度が大きく高出力でありながら、信頼性が向上している。したがって

10

20

30

40

50

(3) JP 4000961 B2 2007.10.31

前記外装ケースは、発電要素が収容される凸部を有し、
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、自動車の信頼性が向上し、例えば、自動車が電気自動車である場合、航続距離が長くな
り、自動車がハイブリッドカーである場合、燃費が良好となる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ説明する。
【００１７】
図１は、本発明の実施の形態１に係る組電池が有する単電池の斜視図、図２は、本発明の
実施の形態１に係る組電池が有する単電池の断面図である。
【００１８】
単電池１０は、例えば、リチウムイオン電池、固体電解質電池あるいはゲル電解質電池で
あり、周辺部を熱溶着によって接合されたラミネートフィルムからなる外装ケース１１を
有する。
【００１９】
ラミネートフィルムは、筒状に丸めて袋状にする際に、その両端を熱溶着にて接合しても
よいし、重ね合わせて接着することも可能である。熱溶着は、例えば、超音波溶着を適用
することができる。
【００２０】
ラミネートフィルムの材質は、特に限定されず、例えば、高分子フィルムからなる外装保
護層、金属フィルム層、高分子フィルムからなる熱溶着層を一体化して構成された高分子
－金属複合材が挙げられる。
【００２１】
例えば、外装保護層の高分子フィルムは、ポリエチレンテトラフタレートフィルムやナイ
ロンフィルムであり、熱溶着層の高分子フィルムは、ポリエチレンフィルムやポリプロピ
レンフィルムである。また、金属フィルムは、例えば、アルミニウムフィルムである。
【００２２】
なお、ラミネートフィルムが、高分子－金属複合材から構成される場合、金属フィルム間
に配置される高分子フィルムを部分的に除去もしくは破壊し、例えば、超音波溶着によっ
て、金属フィルム同士を直接接合することも可能である。
【００２３】
外装ケース１１は、扁平型であり、発電要素を収容するための凸部１１Ａと、内部をシー
ルするための熱溶着部１１Ｂとを有する。発電要素は、例えば、正極板１２、正極集電体
１３、セパレータ１４、負極板１５、負極集電体１６、および、電解液（電解質）を有し
ている。また、外装ケース１１の熱溶着部１１Ｂからは、リード１７，１８が引き出され
ている。
【００２４】
正極集電体１３は、外装ケース１１の内部において、正極板１２とリード１７の一端とを
接続するため部材であり、例えば、超音波溶接や抵抗溶接によって、リード１７に接合さ
れる。リード１７の他端は、シールされた熱溶着部１１Ｂから外部に引き出されている。
【００２５】
負極集電体１６は、外装ケース１１の内部において、負極板１４とリード１８の一端とを
接続するため部材であり、例えば、超音波溶接や抵抗溶接によって、リード１８に接合さ
れている。リード１８の他端は、シールされた熱溶着部１１Ｂから外部に引き出されてい
る。
【００２６】
リード１７，１８の材質は、例えば、ニッケル、銅、アルミニウム、鉄、あるいはそれら
の合金である。
【００２７】
正極材料としてはＬｉＭｎ酸化物またそのＭｎサイトの置換体、ＬｉＮｉ酸化物またはそ
のＮｉサイトの置換体、の少なくともこれらから１つを選んだものである。正極活物質の
平均粒径は３０μｍ以下であり、正極活物質の膜厚が１０～２００μｍの範囲である。負
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極はリチウムの挿入、脱離が可能な炭素材料、合金、酸化物、窒化物の少なくとも一つを
用いており、炭素系としてはメソカーボンマイクロビーズ（ＭＣＭＢ）やポリパラフェニ
レンを低温処理したものやフルフリルアルコール樹脂焼成体、石油ピッチを架橋処理して
炭素化したものに代表される低結晶性カーボン材料、天然黒鉛またはタールピッチや石油
コークスを高温で熱処理して得られる人造黒鉛に代表される高結晶性カーボン材料、カー
ボンナノチューブ、酸化物としてはＬｉ 4 / 3Ｔｉ 5 / 3Ｏ 4等、窒化物としてはＬｉ 7ＭｎＮ 4

等、遷移金属複合窒化物、非晶質のスズ酸化物等の難結晶性金属酸化物、Ｌｉ金属、Ｎｂ

2Ｏ 5の中から選ばれる。
【００２８】
電解液として、ＬｉＰＦ 6、ＬｉＢＦ 4、ＬｉＣｌＯ 4、ＬｉＡｓＦ 6、ＬｉＴａＦ 6、Ｌｉ
ＡｌＣｌ 4、Ｌｉ 2Ｂ 1 0Ｃｌ 1 0等の無機酸陰イオン塩、Ｌｉ（ＣＦ 3ＳＯ 2） 2Ｎ、Ｌｉ（Ｃ 2

Ｆ 5ＳＯ 2） 2Ｎ等の有機酸陰イオン塩の中から選ばれる、少なくとも１種類のリチウム塩
を含み、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート等の環状カーボネート類、ジメ
チルカーボネート、メチルエチルカーボネート、ジエチルカーボネート等の鎖状カーボネ
ート類、テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、１
，２－ジメトキシエタン、１，２－ジブトキシエタン等のエーテル類、γ－ブチロラクト
ン等のラクトン類、アセトニトリル等のニトリル類、プロピオン酸メチル等のエステル類
、ジメチルホルムアミド等のアミド類、酢酸メチル、蟻酸メチルの中から選ばれる少なく
ともから１種類または２種以上を混合した、非プロトン性溶媒を用いる。
【００２９】
電池用セパレータとしては，ポリオレフィン系微多孔質セパレータ、例えばポリエチレン
、ポリプロピレン、あるいはそれらを２層以上組み合わせた多積層体である。
【００３０】
次に、図３を参照し、本発明の実施の形態１に係る組電池２０を説明する。
【００３１】
組電池２０は、複数の単電池１０および圧接部材３０を有する。単電池１０は、積層され
ており、必要に応じ、直列または並列に接続される。単電池１０の接続は、リード１７，
１８を直接あるいは適当な接続部材を介して、溶着あるいは締結することによって実行さ
れる。
【００３２】
溶着は、例えば、超音波溶接、抵抗溶接、スポット溶接、熱溶接、レーザー溶接、などの
溶接手段が適用可能である。抵抗を低減し、自動車のような高出力用の組電池を提供する
ためには、超音波溶接、熱溶接、レーザー溶接、電子ビーム溶接が好ましい。超音波溶接
は、熱的負荷が小さいため、特に好ましい。
【００３３】
締結は、ボルト、リベット、かしめなどの連結手段が適用可能である。抵抗を低減し、自
動車のような高出力用の組電池を提供するためには、リベットおよびかしめが好ましい。
【００３４】
圧接部材３０は、単電池１０の外装ケース１１の熱溶着部１１Ｂを均等に押圧するための
平滑な接触面３０Ａを有しており、熱溶着部１１Ｂを確実に押さえ付けることができる。
【００３５】
そのため、高温環境下において、電解質（電解液）から発生したガスによって、外装ケー
ス１１の内圧が増加した場合であっても、熱溶着部１１Ｂの破断あるいは剥離を確実に防
止できる。さらに、大電流の適用による温度上昇によって熱溶着部１１Ｂが軟化した場合
、例えば、リード１７，１８の温度が上昇し、リード１７，１８に隣接する熱溶着部１１
Ｂが軟化した場合であっても、熱溶着部１１Ｂのシール性の低下を防ぐことができる。し
たがって、電解質（電解液）が漏れる虞はなく、組電池の信頼性を向上させることができ
る。
【００３６】
なお、製造コストおよび積層される単電池１０に対する組み込みの容易性の観点からは、
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圧接部材３０は、好ましくは、直方体形状であり、その高さは、外装ケース１１の凸部１
１Ａの高さと、略同一である。また、熱溶着部１１Ｂを押圧するための接触面３０Ａを構
成する圧接部材３０の底面は、熱溶着部１１Ｂの形状に対応させることが好ましい。
【００３７】
圧接部材３０の材質は、例えば、ＡＢＳアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂、
アクリロニトリルスチレン樹脂、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチレー
ト、セルロースアセテートプロピオネート、クレゾール樹脂、カルボキシメチルセルロー
ス、ニトロセルロース、セルロースプロピオネート、カゼイン、エチルセルロース、エポ
キシ樹脂、メラミン樹脂、ポリアミド、ポリカーボネイト、ポリクロロトリフルオロエチ
レン、ジアリルテレフタレート樹脂、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、フェ
ノール樹脂、ポリイソブチレン、ポリメタクリル酸メチル、ポリアセタール、ポリプロピ
レン、ポリスチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリウレタン、ポリ酢酸ビニル、ポ
リビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化酢酸ビニル、ポ
リ塩化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、ポリビニルホルマーク、スチレン－ブタジエン、
けい素樹脂、ユリア樹脂、不飽和ポリエステル樹脂が、挙げられる。
【００３８】
さらに、圧接部材３０の材質として、金属に上記樹脂あるいは絶縁体が被覆された複合材
を適用することも可能である。
【００３９】
次に、本発明の実施の形態１に係る組電池の変形例を説明する。
【００４０】
圧接部材３０は、中実であることに限定されず、図４（Ａ）に示されるように、空洞部３
１を有することも可能である。この場合、空洞部３１に空気などの冷却媒体を流通させる
ことによって、放熱性を向上させて、熱溶着部１１Ｂの温度上昇を抑制することも可能で
ある。
【００４１】
また、圧接部材３０は、図４（Ｂ）に示されるように、２層構造とすることで、放熱性を
向上させることも可能である。つまり、アルミニウム、銅、鉄などの金属からなる伝熱体
３２を、圧接部材３０の内部に、配置することも可能である。
【００４２】
さらに、圧接部材３０は、図４（Ｃ）に示されるように、外部に面する側面（外装ケース
１１の凸部１１Ａに相対する側面の逆に位置する側面）に、ファン形状の突起３３を形成
することで、放熱性を向上させることも可能である。また、図４（Ａ）および図４（Ｂ）
に示される圧接部材３０に、ファン形状の突起３３を形成する場合、放熱性をさらに向上
させることも可能である。
【００４３】
図５は、本発明の実施の形態２に係る組電池を説明するための斜視図である。
【００４４】
実施の形態２に係る組電池２０の圧接部材４０は、長方形のフレーム形状を有しており、
直方体形状である実施の形態１に係る圧接部材３０と異なっている。
【００４５】
詳述すると、圧接部材４０は、長方形の枠部４１と、枠部４１の内側領域によって構成さ
れる長方形空間４２とを有する。枠部４１は、単電池１０の外装ケース１１の熱溶着部１
１Ｂを均等に押圧するための接触面４１Ａを有しており、熱溶着部１１Ｂを確実に押さえ
付けることができる。
【００４６】
また、枠部４１（長方形空間４２）の高さは、凸部１１Ａの高さと、略同一であり、長方
形空間４２の幅および長さは、凸部１１Ａを収容可能に設定されている。したがって、圧
接部材４０の長方形空間４２と、外装ケース１１の凸部１１Ａとが嵌合するため、圧接部
材４０の位置決めが容易である。
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【００４７】
　なお、圧接部材４０の放熱性を向上させるため、枠部４１の内部に冷却媒体を流通させ
るための空洞部を形成したり、良好な伝熱性を有する金属を配置したり、あるいは、枠部
４１の外部に面する側面にファン形状の突起を形成する も可能である。
【００４８】
図６は、本発明の実施の形態３に係る組電池を説明するための斜視図である。
【００４９】
実施の形態３に係る組電池２０の圧接部材５０は、凹部５２が形成された長方形のプレー
ト形状を有しており、フレーム形状である実施の形態２に係る圧接部材４０と異なってい
る。
【００５０】
詳述すると、圧接部材５０は、内側に形成された凹部５２と、凹部５２の外周に位置する
枠部５１とを有する。枠部５１は、単電池１０の外装ケース１１の熱溶着部１１Ｂを均等
に押圧するための接触面５１Ａを有しており、熱溶着部１１Ｂを確実に押さえ付けること
ができる。
【００５１】
また、凹部５２の深さは、凸部１１Ａの高さと、略同一であり、凹部５２の幅および長さ
は、凸部１１Ａを収容可能に設定されている。したがって、圧接部材５０の凹部５２と、
外装ケース１１の凸部１１Ａとが嵌合するため、圧接部材５０の位置決めが容易である。
また、凹部５２が凸部１１Ａを覆うことになるため、凸部１１Ａの膨張を確実に抑制する
ことができる。
【００５２】
なお、凹部５２は、圧接部材５０の両面に形成することも可能である。この場合、例えば
、図７に示されるように、凹部５２が一面に形成された圧接部材５０を上段および下段に
配置し、凹部５２が両面に形成された圧接部材５０を中段に配置することにより、合計３
個の圧接部材５０によって、４個の単電池１０の熱溶着部１１Ｂを押さえ付けることがで
きる。したがって、圧接部材５０の必要数を削減することができる。
【００５３】
図８は、本発明の実施の形態４に係る組電池を説明するための斜視図である。
【００５４】
実施の形態４に係る組電池２０の圧接部材６０は、側壁を有しない点で、実施の形態３に
係る圧接部材５０と異なっている。
【００５５】
　詳述すると、圧接部材６０は、直方体形状の枠部 ６１と、枠部
６１の間を延長する プレート部６２とを有する。枠部６１は、

単電池１０の外装ケース１１の熱溶着部１１Ｂを押圧するための接触面
６１Ａを有しており、熱溶着部１１Ｂを確実に押さえ付けることができる。
【００５６】
また、枠部６１とプレート部６２とによって構成される凹部の深さは、凸部１１Ａの高さ
と、略同一であり、プレート部６２の長さは、凸部１１Ａを収容可能に設定されている。
つまり、圧接部材６０は、実施の形態３に係る圧接部材５０に比べ、その構造が簡略化さ
れている。
【００５７】
なお、圧接部材６０の放熱性を向上させるため、枠部６１の内部に冷却媒体を流通させる
ための空洞部６３を形成したり（図９（Ａ）参照）、良好な伝熱性を有する金属からなる
伝熱体６４を配置したり（図９（Ｂ）参照）、枠部６１の外部に面する側面にファン形状
の突起６５を形成することも可能である（図９（Ｃ）参照）。
【００５８】
さらに、圧接部材６０の放熱性を向上させるため、プレート部６２に貫通穴６６を形成す
ることも可能である（図９（Ｄ）参照）。貫通穴６６の形状は、特に限定されず、例えば
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こと

（第１および第２枠部）
長方形の プレート部６２か

ら突出しており、



、円形あるいは四角状とすることが可能である。
【００５９】
また、枠部６１は、図９（Ｅ）に示されるように、プレート部６２の両面に形成すること
も可能である。この場合、上述のように、圧接部材６０の必要数を削減することができる
（図７参照）。
【００６０】
図１０は、本発明の実施の形態５に係る組電池を説明するための斜視図である。
【００６１】
実施の形態５に係る組電池２０の圧接部材７０は、枠部７１の材質に関し、実施の形態４
に係る圧接部材６０と異なっている。
【００６２】
　詳述すると、枠部 ７１は、ゴムなどの弾性体から構成されてい
る。 プレート部７２は、樹脂や、金属に樹脂あるいは絶
縁体が被覆された複合材によって構成されている。そして、プレート部７２と枠部７１と
は、例えば、接着剤などによって接合されている。

【００６３】
したがって、枠部７１は、圧接する際に、接触面７１Ａが変形することで、単電池１０の
外装ケース１１の熱溶着部１１Ｂを確実にシールすることができる。
【００６４】
なお、圧接部材７０の強度（および放熱性）を向上させるため、接触面７１Ａ近傍のみを
弾性体７３によって構成したり（図１１（Ａ）参照）、枠部７１の内部に金属からなる伝
熱体７４を配置することも可能である（図１１（Ｂ）参照）。また、圧接部材７０の放熱
性を特に向上させるため、プレート部７２に貫通穴７５を形成することも可能である（図
１１（Ｃ）参照）。
【００６５】
また、枠部７１は、プレート部７２の両面に形成することも可能である（図１１（Ｄ）参
照）。この場合、上述のように、圧接部材７０の必要数を削減することができる（図７参
照）。
【００６６】
図１２は、本発明の実施の形態６に係る組電池モジュールを説明するための平面図である
。
【００６７】
電池容量、出力電圧および出力電流に対する要求は、用途に応じて、千差万別である。し
かし、要求される仕様を満たす組電池を新たに製造することは、コスト的に問題を有する
。
【００６８】
そのため、実施の形態６においては、複数の単電池１０を有する組電池２０を組み合わせ
て、組電池モジュール８０を構成している。したがって、多様な要求に対して、比較的安
価に対応することが可能である。ない、組電池２０と組電池２０との接続は、単電池の接
続と同様に、リードを直接あるいは適当な接続部材を介して、溶着あるいは締結すること
によって実行される。
【００６９】
図１３は、本発明の実施の形態７に係る自動車を説明するための概念図である。
【００７０】
自動車１００は、例えば、電気自動車、ハイブリット自動車、燃料電池自動車であり、実
施の形態１～６に係る組電池（組電池モジュール）９０を搭載している。
【００７１】
組電池（組電池モジュール）９０は、エネルギー密度が大きく高出力でありながら、信頼
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（第１および第２枠部）
枠部７１の間を延長する長方形の

なお、枠部７１は、プレート部７２か
ら突出しており、枠部７１とプレート部７２とによって構成される凹部には、凸部１１Ａ
が配置される。



性が向上している。したがって、自動車１００の信頼性が向上し、例えば、自動車１００
が電気自動車である場合、航続距離が長くなり、自動車１００がハイブリッドカーである
場合、燃費が良好となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１に係る組電池が有する単電池の斜視図である。
【図２】　本発明の実施の形態１に係る組電池が有する単電池の断面図である。
【図３】　本発明の実施の形態１に係る組電池の側面図である。
【図４】　（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の実施の形態１に係る組電池の変形例を説明するた
めの概略図である。
【図５】　本発明の実施の形態２に係る組電池を説明するための斜視図である。
【図６】　本発明の実施の形態３に係る組電池を説明するための斜視図である。
【図７】　本発明の実施の形態３に係る組電池の変形例を説明するための断面図である。
【図８】　本発明の実施の形態４に係る組電池を説明するための斜視図である。
【図９】　（Ａ）～（Ｅ）は、本発明の実施の形態４に係る組電池の変形例を説明するた
めの概略図である。
【図１０】　本発明の実施の形態５に係る組電池を説明するための斜視図である。
【図１１】　（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の実施の形態５に係る組電池の変形例を説明する
ための概略図である。
【図１２】　本発明の実施の形態６に係る組電池モジュールを説明するための斜視図であ
る。
【図１３】　本発明の実施の形態７に係る自動車を説明するための断面図である。
【符号の説明】
１０…単電池、
１１…外装ケース、
１１Ａ…凸部、
１１Ｂ…熱溶着部、
１２…正極板、
１３…正極集電体、
１４…セパレータ、
１５…負極板、
１６…負極集電体、
１７，１８…リード、
２０…組電池、
３０…圧接部材、
３０Ａ…接触面、
３１…空洞部、
３２…伝熱体、
３３…突起、
４０…圧接部材、
４１…枠部、
４１Ａ…接触面、
４２…長方形空間、
５０…圧接部材、
５１…枠部、
５１Ａ…接触面、
５２…凹部、
６０…圧接部材、
６１…枠部、
６１Ａ…接触面、
６２…プレート部、
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６３…空洞部、
６４…伝熱体、
６５…突起、
６６…貫通穴、
７０…圧接部材、
７１…枠部、
７１Ａ…接触面、
７２…プレート部、
７３…弾性体、
７４…伝熱体、
７５…貫通穴、
８０…組電池モジュール、
９０…組電池（組電池モジュール）、
１００…自動車。
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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